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は じ め に 

 

 

 

 

この説明書は，横浜市が私立学校（小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学

校、特別支援学校）に対して、毎年実施している私立学校補助金事業の趣旨・内容についてご

理解いただき、あわせて事務手続きの際にご利用いただくために作成しています。 

横浜市私立学校補助金を受け取られている法人（補助事業者）ご担当者様は毎年度必ずご一

読いただき、補助事業の決定、発注等の際に、ご留意いただきますようお願いいたします。 

 

補助金の申請等に必要な様式については、補助金交付要綱の改正等で、その都度様式が変

更される場合がありますので、当該の年度に教育委員会が各法人に送付する最新の様式をご

使用ください。 

 

なお、支払方法が概算払いとなっていること（令和２年度以降）については、事業実績報

告書（第８号様式）の中に「概算払金精算書」として精算の内容を記入する箇所があります

ので、ご注意ください。（詳細は６ページをご参照ください。） 

 

 

 

  

 

 

 

政治活動に関する寄附の制限 

この補助金の交付を受けた法人は、政治資金規正法の適用を受け、法人として

行う政治活動に関する寄附が制限されます。 
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  Ⅰ 年間事務予定表  

 

期  日 項   目 説      明 送付先 

５～６月 申請書類の送付 私立学校補助金の書類を送付します。 市→設置者 

６月下旬 申請の締切 

（必要書類） 

１ 交付申請書(第１号様式) 

２ 添付書類 

 (1) 私立学校補助事業計画書 

  （第２号様式） 

 (2) 資金収支決算書（第３号様式） 

 (3) 学校設置状況調（第４号様式） 

 (4) 貸借対照表 

 (5) 学則 

設置者→市 

７月下旬 交付決定 交付決定通知書及び請求書を送付します。 市→設置者 

８月上旬 請求の締切 
請求書を記入して返送してください。 

押印が必要です。 
設置者→市 

９月上旬 口座へ振込 
請求書が全ての法人から送付された時点で

支出します。 
市→設置者 

翌３月 

末日まで 
実績報告 

納品書、請求書、領収書、見積書、写真等の

添付が必要です。押印が必要です。 
設置者→市 

翌５月 

中旬 
補助金額の確定 補助金額確定通知書を送付します。 市→設置者 

確定申告

後 

仕入控除税額の

報告 

仕入控除税額報告書（第 10 号様式）

を提出してください。 
設置者→市 

＜連絡・提出先＞ 

〒２３１－０００５ 

横浜市中区本町６丁目50番地の10 横浜市役所14階 

横浜市教育委員会事務局 学校支援・地域連携課 就学係  

TEL：045－671－3278（または3270）   FAX：045－681－1414 
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Ⅱ 私立学校補助金 

〔概 要〕 

１ 補助の趣旨 

私立学校の教育条件向上を図るため、施設・設備の整備に要する経費の一部を補助します。 

【補助金交付の対象となる事業の具体例】 

校舎・教室・職員室・体育館の改修、教材・教具の購入、教員の机・ロッカー・備品の購入な

どです。ただし、当該年度中に契約、納品、支払い等のすべての事務（見積を除く）が完了し

ている事業に限ります。 

施設整備の定期点検、校庭の樹木の剪定等、経常的経費は対象となりません。 

１契約あたり、税込で100万円以上（※）の事業の場合、横浜市内事業者による入札または２

者以上の見積書を徴収しているものに限ります。支店は横浜市内にあるが、本店、主たる事務

所の所在地又は主たる営業の拠点が横浜市外の事業者は「横浜市内事業者」ではありません

（６頁【添付書類】④参照）。事業者の吸収、合併等により、これまで横浜市に本社があった

ものが、市外に拠点が移っていたことにより、補助対象の事業を変更する事例がありました。

見積書徴収の際には、改めて横浜市内に本社のある事業者であることを御確認ください。 

※ １契約あたり100万円以上の事業を、別々の事業として２件の見積書に分けて申請する

ことはできません。 

なお、本市の補助金は主に市税を原資としており、市内事業者の下支えにも役立てるた

め、100万円以下の契約であっても、可能な限り市内事業者への発注にご協力ください。 

補助金事業につきましては、市内事業者により調達可能なものを、安易に通販サイト等

インターネットサービスにより購入する（補助金交付対象に含める）事のないようにお願

いいたします。 

また、人件費や消耗品費など、神奈川県において実施している私立学校経常費補助金の

対象となるものは横浜市私立学校補助金事業では対象外となります。 

その他、他の補助金事業と重ねての申請は、不可とします。 

消火器、防災備蓄品等、使ってしまうとなくなるものは消耗品と考え、補助対象外とな

ります。体育用品のシャトルや小さなボール等も消耗品と考えてください。 

判断に迷ったとき、５年後も使用可能かということを一つの目安としてください。不明

点があれば、担当までお問合せください。 

 

２ 補助金を受けることのできる方  

毎年５月１日現在、横浜市内に設置されている私立学校の設置者（以下「設置者」という） 
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 〔事務手続〕 

１ 申請方法  

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、及び特別支援学校について、

法人ごとにまとめて申請書類を提出してください。 

 

２ 申請に必要な書類 

 (1) 交付申請書（第1号様式） 

 (2) 私立学校補助事業計画書（第2号様式）  

 (3) 資金収支決算書（第3号様式） 

 (4) 学校設置状況調（第4号様式） 

 (5) 貸借対照表    

 (6) 学則 

※ 申請書類の控え（コピー）の作成について 

    提出していただく書類のうち、次の書類については控（コピー）を設置者保管とし、

実績 報告書を作成する際の参考としてください。 

   ・交付申請書（第１号様式） 

・私立学校補助事業計画書（第２号様式） 

・学校設置状況調（第４号様式） 

 

３ 申請関係書類の記入要領 

(1) 交付申請書（第１号様式） 

申請額はその補助事業計画に掲げた経費に充てる自主財源、その他の財源を除いた、市

から補助金として受けようとする金額となります。昨年度の補助金額、及び本年度予算の

１校当たりの平均補助額を参考に算出してください。 

なお、申請年月日は、提出日を記入します。 

(2) 私立学校補助事業計画書（第２号様式） 

  ア 補助事業の計画について、その名称、内容明細及び経費を記載してください。 

イ  補助事業の負担内訳には、予算書に基づく事業計画書の経費の財源として、「自主

  財源」等の、負担者、負担額及び負担方法（予算書の科目）を記載してください。 

ウ イの負担内訳のうち、「横浜市補助金」欄の負担額は、交付申請書に記載した私立

  学校補助金の申請額と同額になります。 

   ※ 経費の合計と補助事業の負担内訳の合計を一致させてください。 

 〈令和８年度予算平均補助額〉 

  小学校 １５３千円   ※平均補助額は、予算上の平均額であり、

学校の規模（児童・生徒数等）により異

なります。 

 中学校 ２５４千円 

 高等学校 １，１４３千円 

 特別支援学校 ４，３１５千円 
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  (3) 資金収支決算書（第３号様式） 

学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に従ったものを、各学校別に作成し提

出してください。 

  (4) 学校設置状況調（第４号様式） 

横浜市内に設置する学校について、５月１日現在の状況を「学校基本調査」に準じて 

記入してください。 

  (5) 貸借対照表  

前年度の貸借対照表を提出してください。 

  (6) 学則 

２校以上複数の学校を設置している法人においては、学校ごとに提出してください。 

 

４ 申請後の事務について 

  (1) 交付決定および請求 

申請書類の内容を審査のうえ、交付額を決定します。本市から交付決定通知書（第５号

様式）と請求書（第６号様式）を設置者に送付しますので、請求書に必要事項を記入して

押印のうえ返送してください。なお、交付決定額は、交付申請額と同額か本市算出額のい

ずれかの低い方の額となります。 

 (2) 請求書（第６号様式）の記載要領 

ア 請求金額及び請求年月日 

請求金額は、交付決定通知書に記載されている交付決定額を間違いのないようご記入

ください(訂正不可)。請求年月日は交付決定日以降の日付を記入し、押印のうえ提出し

てください。 

イ 口座名義人 

原則、口座名義人は設置者（補助金の請求者）となります。口座名義人が設置者以外

の者である場合、また、口座名義人が設置者であっても、その肩書きが異なる場合は、

「６ 申請書及び請求書作成上の注意」（9ページ）を参照して記載してください。  

(3) 補助金の振込日の通知 

交付決定したすべての設置者から請求書が提出され次第、請求書記載の指定口座に振り

込む手続きを行います。 

(4) 実績報告 

補助金の交付を受けた設置者は、以下の書類を添付して実績報告書を、事業終了後すみ

やかに提出してください。実績報告書の様式は、補助金の振込日をお知らせする際に送付

します。 

なお、横浜市教育委員会事務局から、私立学校あてに補助金をお支払いするにあた

り、横浜市での支出の方法を「概算払い」としています。そのため、実績報告書（第８

号様式）の中で精算内容の報告を併せて行うものとして、書式として記入できるように

しております。 
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【実績報告書内で記入する精算内容】 

① 概算払金受領額：横浜市からの補助金の受領額と同額になります。 

② 受 領 年 月 日：補助金の振込日（指定した口座への振込日）を記入してください。 

③ 概算払金執行額：補助金を執行し、全額を執行場合には、①と同額となります。 

④ 差 引 残 額：補助金を全額執行し、残額がない場合には、０円となります。 

本補助金の交付については、概算払としており、「実績報告書」を「概算払金精算書」

として取り扱うことから、押印が必要となります。 

【添付書類】 

① 工事・修繕した箇所（施工前・後）又は購入した物品が分かる写真 

② 納品書、請求書、及び領収書等の写し。ただし、契約１件１０万円未満の場合は、添付

を省略することができます。（納品書、請求書、及び領収書等とは物品の購入及び支出を

証する書類として金額・年月日・発行者が記載されているものとします。） 

※ 物品等の納品日 ≦ 請求日 ≦ 領収日  

この時系列に矛盾が生じないように契約を結んでください。インターネットでの購入

等、前払いによる物品の購入等は補助金による事業の対象外となります。 

③ 入札又は見積の徴収を行った場合は、入札結果がわかる書類、又は見積書の写し。 

※ １契約あたり100万円以上と見込まれた場合には、横浜市内事業者により、入札又は

２者以上の見積書の徴収を実施してください。（別表及び次項を参照のこと） 

    なお、見積書は比較時点で有効であり、内容が同一なものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 上記③で１契約あたり100万円以上と見込まれた場合において、入札の参加者または見

積書の徴収をした事業者が、市内事業者であることを確認できる書類。 

   ※ 市内事業者であることの確認書類は、下記のいずれか一つ。 

確認書類の優先度は、下記のア→イ→ウです。 

ア 横浜市有資格者名簿 

横浜市ホームページ「入札のとびら」に掲載されています。 

（https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/index.html） 

該当の事業者が載っているページを印刷して提出してください。なお、対象となる

事業者は所在地区分が「市内」となっている事業者に限ります。 
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※ 特に注意していただきたいのは、「準市内」事業者は、本社・本店が市外にある

ため「市内事業者」に含みません。 

イ 登記簿の記載内容を表示する証明書 

有資格者でない事業者の場合、本店や主たる事業所の所在地が市内であることを確

認できる登記簿の記載内容の証明書（全部事項証明書等）を提出してください。 

ウ 代表者の住民票等  

登記をしていない事業者である場合には、住民票等、代表者が市内在住であること

を確認できる書類の写しでも可とします。 

 

 (5) 仕入控除税額報告書の提出 

＜別紙（補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について）を必ずお読みい

ただき、ご対応ください＞ 

補助対象事業費に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、これに係る補 

助金相当額を、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第10号様式）及び添付

資料により、横浜市に報告してください。報告書の様式及び報告の詳細については、補助

金の振込日をお知らせする際に送付します。 

【注】令和７年度分について消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第10号様式）

及び添付資料が未提出の設置者につきましては、消費税の確定申告が既に終了している場合

は早々にご提出をお願いいたします。消費税が発生しない設置者も含め、全設置者が対象と

なります。 

ア 仕入控除税額がない場合 

仕入控除税額報告書及び消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積 

算の内訳等を記載した書類（仕入控除税額なし）（第10号様式-1）等の必要書類を提

出し処理は完了です。  

イ 仕入控除税額が発生した場合 

仕入控除税額報告書及び消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積 

算の内訳等を記載した書類（仕入控除税額あり）（第10号様式-2）等の必要書類を提

出してください。この報告により返還が必要になる場合は、返還額を横浜市に納付して

いただきます。 

 

  (6) 関係書類の保存 

補助対象事業に関して業者の発行する見積書、納品書、工事完了報告書、請求書、領 

収書、及び銀行振込通知書等の関係書類については、補助金を受けた翌年度から起算して

５年間保存してください。 
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５ 補助事業の変更  

 (1) 補助事業の変更 

申請した事業計画を変更（実施に係る経費の金額変更も含みます。）、又は中止しよう

とする場合には、あらかじめ担当に連絡の上、事業計画変更（中止）届（第7号様式）を

提出してください。様式は、連絡を受けた時点で送付します。 

 (2) 届出事項 

学校の所在地・学校名・設置者等に変更があった場合は、神奈川県へ提出した変更届出

等の写しを速やかに提出してください。 

 

６ 申請書及び請求書作成上の注意  

  (1) 設置者名の記入について 

ア 法人名  

「学校法人○○○○」と記入してください。 

イ 代表者名（理事長名） 

「理事長○○○○」と記入してください。 

  (2)「振込の依頼」の方法について 

設置者（学校法人・理事長）の口座でなく、学校長の口座に補助金を振り込む例 

（＝口座名義人が設置者以外の人であるとき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他 

補助金の交付を受けた法人（設置者）に対して、補助金の使途等に関し調査を行うことが 

ありますので、ご承知おきください。 


